
 

 

 

 

 

「過労死等防止対策推進シンポジウム」を開催します 

―過労死をゼロにし，健康で充実して働き続けることのできる社会へ― 

 

福島労働局（局長 森戸和美）では，11月27日（火）に「過労死等防
止対策推進シンポジウム」を福島市にて開催します。 
過労死等の防止の重要性について，広く県民に周知を図るこのシンポジウ

ムは，福島県内では昨年に続き2度目の開催となります。 
シンポジウムの概要は下記のとおりです。 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

厚生労働省福島労働局 発表 

 

平成 30年 10月 25日 

担 
 

当 

福島労働局労働基準部監督課 

 監 督 課 長  安田 幸次 

 主 任 監 察 監 督 官  伊藤 達夫   

 電話   024（ 536） 4602 

1 日  時：平成 30年 11月 27日（火）14：00〜16：00（受付 13：30〜） 
2 場  所：コラッセふくしま 4階 多目的ホール 

（福島市三河南町 1番 20号） 【定員 120名 申込先着順】 
3 主  催：厚⽣労働省 
4 後  援：福島県 
5 協  ⼒：過労死等防⽌対策推進全国センター， 

全国過労死を考える家族の会，過労死弁護団全国連絡会議 
6 主な内容：(1)基調講演 土井浩之 弁護士 

(2)取組事例報告 関根昭彦 氏 
(福島コンピューターシステム株式会社取締役管理本部⻑) 

(3)施策説明 福島労働局 
(4)遺族からの声 

シ ン ポ ジ ウ ム の 概 要 

■□■参加申込について□■□ 
Webからの申し込みは https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo をご覧ください。 

 FAX（03-6264-6445）での申し込みも可能です。 
 
◇◆◇問い合わせ先 株式会社プロセスユニーク 

電話:0120-053-006 E-mail:karoushiboushisympo@p-unique.co.jp 

https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo
mailto:karoushiboushisympo@p-unique.co.jp









